
 

愛媛県庁本庁舎等広告等配布事業取扱業者募集要項 
 

１ 趣旨 

  この要項は、愛媛県庁本庁舎広告実施要領及び中予地方局庁舎広告実施要領に基づき、県庁本庁

舎及び中予地方局庁舎における広告等配布事業に係る広告取扱業者の募集に関し、必要な事項を定

めるものである。 

 

２ 募集の内容等 

 (１) 募集する広告取扱業者 

   １者 

   ※チラシ、サンプル、アンケートなど（以下「広告等」という。）を一括して配布する広告取扱

業者を募集する。 

 (２) 募集広告の内容 

  ア 広告の内容 

   本庁舎及び中予地方局庁舎に勤務する職員等を対象として、広告等の配布を行う。 

   （参考：職員数本庁舎約 2,200人、中予地方局庁舎約 500人） 

   ※第二別館職員の移転完了は令和８年６月頃の予定 

 イ 実施方法 

   各庁舎の出入口において、職員等に直接手渡す方法とする。 

   配布時間は、原則として７時から９時までとする。 

 ウ 配布場所 

   本庁舎出入口 ７箇所（第二別館は移転完了後から） 

  中予地方局庁舎出入口 ３箇所 

エ その他 

   (ア) 広告主及び配布する広告等の募集は、広告取扱業者が行うこと。 

   (イ) 広告等の配布については、愛媛県広告事業実施要綱、愛媛県広告事業の実施に係る暴力団

排除措置要綱、愛媛県庁本庁舎広告実施要領、中予地方局庁舎広告実施要領、愛媛県庁本庁

舎広告事業事務取扱要領、中予地方局庁舎広告事業事務取扱要領及び仕様書に従うこと。 

   (ウ) 広告主及び広告等の内容等については、配布前に県の審査を受けなければ配布することが

できない。また、県からの内容等の修正等の指示を受けた場合には、これに従わなければな

らない。 

   (エ) 広告等の配布に必要な物品及び人員等は、広告取扱業者の責任において行うものとし、こ

れに必要な経費は広告取扱業者の負担とする。 

   (オ) 広告等の配布に当たっては、広告取扱業者は、各庁舎管理責任者の許可を受けなければな

らない。 

   (カ) 広告等配布事業の実施に当たり、広告取扱業者は、県と広告事業に関する契約を締結する

必要がある。（別添契約書（案）参照） 

 (３) 広告取扱期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月31日まで（第二別館は移転完了後から） 

 

３ 広告取扱基本料 

  広告取扱業者が県に支払う広告取扱基本料（広告取扱いの権利）は、広告料の 10回分（年額）（消

費税及び地方消費税を含む。）とする。 



 

４ 見積参加者に必要な資格 

(１) 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

 (２) 知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請負等に係る競争入札に参加する

資格を有すると認められた者であること。 

 (３) 見積書提出期限の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者であること。 

 

５ 見積参加手続き等 

 (１) 募集要項等の配布期間及び配布場所等 

ア 配布期間：令和８年３月２日（月）から令和８年３月13日（金）までの午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで。（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

イ 配布場所：愛媛県庁第一別館１階 総務部総務管理局財産活用推進課施設管理グループ 

         （松山市一番町四丁目４番地２） 

         または、県ホームページ 

 (２) 見積書提出期限及び提出先 

見積参加者は、次により見積書（別記様式）を直接又は郵送により県に提出しなければならな

い。電送による提出は認めない。 

ア 提出期限：令和８年３月 13日（金）午後５時 15分 

    郵送の場合は、提出期限までに必着のこと 

イ 提 出 先：愛媛県庁第一別館１階 総務部総務管理局財産活用推進課施設管理グループ 

      （松山市一番町四丁目４番地２） 

（３）見積り 

ア 見積参加者は、この募集要項、愛媛県広告事業実施要綱、愛媛県広告事業の実施に係る暴力

団排除措置要綱、愛媛県庁本庁舎広告実施要領、中予地方局庁舎広告実施要領、愛媛県庁本庁

舎広告事業事務取扱要領、中予地方局庁舎広告事業事務取扱要領、仕様書、契約書（案）、愛

媛県会計規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ、応募しなければならない。

この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、11に掲げる担当部署に説明を求

めることができる。ただし、見積執行後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議

を申し立てることはできない。 

  イ 見積参加者は、広告料（１回分）について見積もるものとする。 

ウ 見積書及び見積に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また見積金額は、日

本国通貨による表示に限るものとする。 

エ 見積書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。た

だし、金額部分の訂正は認めない。 

オ 見積金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載すること。 

 

６ 採用者の決定 

 (１) 有効な見積書を提示した者であって、予定価格以上の最高の価格でもって申込みをした者を契

約の相手方とする。 

 (２) 採用となるべき同価格の見積りをした者が２人以上あるときは、後日、県が指定する日時に当

該見積書を提出した者にくじを引かせ、採用者を決定するものとする。 



 (３) (２)の同価格の見積りをした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、見

積執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ、採用者を決定するものとする。 

 (４) 採用者が決定したときは、速やかに、採用者を決定したこと、採用者の氏名及び住所並びに採

用金額を、採用者とされなかった見積者に通知するものとする。 

 (５) 採用者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、採用の決定を取り消すもの

とする。 

 

７ 契約保証金 

  愛媛県会計規則第 152条から 154条までの規定による。 

 

８ 契約書の作成 

（１）契約の相手方が決定したときは、県の指示により契約書の取り交わしをするものとする。 

 (２) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 (３) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印しなければ、本契約は成立しないものとする。 

 

９ 契約条項 

  別添契約書（案）のとおり 

 

10 その他 

 (１) 見積参加者が本件に関して要した費用については、すべて当該見積参加者が負担するものとす

る。 

 (２) 提出された書類等は、返却しない。 

 

11 お問合せ先 

  〒790-8570 松山市一番町四丁目４番地２ 

  愛媛県総務部総務管理局財産活用推進課施設管理グループ 

  電話 089-912-2153 



見 積 書 
 

令和  年  月  日  

 

 

 愛媛県知事 中村 時広 様 

 

 

見積者 

 

住  所 

 

商  号 

又は名称 

 

代 表 者 

職 氏 名              ㊞ 

 

 

 

 

  

 ￥                     

 

  ただし、愛媛県庁本庁舎等広告等配布事業に係る広告料（１回分） 

 

 

 

 上記のとおり愛媛県会計規則を遵守し、契約条項を承認のうえ見積りいたします。 

 なお、上記金額には消費税及び地方消費税を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


